
施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○
防犯、防災、緊急時に迅速か
つ的確な対応が行えるように
備えているか。

　休館日を利用して、救急救命講習や
避難訓練など、具体的な事象を想定し
た講習・訓練を行っており、緊急時に
的確な対応が行えるよう備えている。

管理について

青森市大字浜田字豊田123番地6

サービスの質を落とさない効
率的な業務員の配置となって
いるか。

　各施設（6施設）を横断したマネジ
メントができるよう組織改編を行い、
施設において人員不足が発生した場合
は、他施設の業務員が補助できるよう
取り組んでいる。
　また、複数の施設に勤務する業務員
を配置し、1人の業務員が複数の業務
を行えるようにしている。

業務員の研修が行われている
か。

　休館日を利用して全業務員を対象に
代表企業による様々な研修を実施して
いる。
　4月はカスタマーハラスメント研
修、5月は救急救命講習など、年次・
月次の研修を計画的に実施するよう努
めている。

各種保守点検・管理業務が適
切に行われているか。

　維持管理については、維持管理計画
書に則り、適切に実施している。
　運営については、施設責任者と業務
員が日々協議し、適切な運営に努めて
いる。

【名　称】オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
【代表者】岡本　謙一
【住　所】青森市大字浜館字間瀬36番6

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで（5年間）

評価項目 実施内容
評価結果

令和7年度「青森市屋内グラウンド」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市屋内グラウンドについては、オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体が指定
管理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和7年7月31日

青森市屋内グラウンド

市民の体育・スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で豊かな市民生活の形
成に資することを目的とする。
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○

○

○

○

【担当課】青森市経済部地域スポーツ課
【電　話】017-718-1428
【メール】chiikisupo-tsu@city.aomori.aomori.jp

市民の平等利用が確保されて
いるか。

　公平・平等の視点を持って、利用
者・利用団体への対応を行っている。
　施設の利用予約に当たっては、抽選
会を行い、利用団体への平等な利用に
努めている。
　また、障がい者など、施設利用が困
難な方には、適宜、業務員が補助する
など配慮している。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

　利用者からの要望・意見は口頭によ
るもののほか、施設ホームページから
の投稿など、様々な手法により意見の
把握に努めている。
　また、把握した要望・意見は各施設
で情報共有を図り、運営に反映してい
る。

積極的に地域や関係団体と連
携を図っているか。

　定期的に施設外の清掃作業を行い、
地域住民への挨拶を行うなど、積極的
に地域住民との交流に努めている。
　また、利用者・利用団体には施設利
用の際に意見交換などを行い、施設満
足度向上に繋がるよう取り組んでい
る。

利用率向上に努めているか。

　毎週行う施設責任者会議にて目標利
用者数に達成するよう、施設課題を把
握し改善できるよう取り組んでいる。
　既存利用者の再来館を促すための利
便性の向上や新規自主事業の開始な
ど、利用者増加に向けた施設運営の効
率化と改善を図っている。

【総合評価】

施設の管理運営状況は、概ね適正である。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

運営について
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

－ －

－ －

－ －

－ －

青森市合浦2丁目14番53号

サービスの質を落とさない効
率的な業務員の配置となって
いるか。

業務員の研修が行われている
か。

各種保守点検・管理業務が適
切に行われているか。

【名　称】オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
【代表者】岡本　謙一
【住　所】青森市大字浜館字間瀬36番6

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで（5年間）

評価項目 実施内容
評価結果

令和7年度は、改修工事のため、1年
間利用休止

防犯、防災、緊急時に迅速か
つ的確な対応が行えるように
備えているか。

管理について

令和7年度「青森市営野球場」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市営野球場については、オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体が指定管理者
として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和7年7月31日

青森市営野球場

市民の体育・スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で豊かな市民生活の形
成に資することを目的とする。
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－ －

－ －

－ －

－ －

令和7年度は、改修工事のため、1年
間利用休止

【担当課】青森市経済部地域スポーツ課
【電　話】017-718-1428
【メール】chiikisupo-tsu@city.aomori.aomori.jp

市民の平等利用が確保されて
いるか。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

積極的に地域や関係団体と連
携を図っているか。

利用率向上に努めているか。

【総合評価】

施設の管理運営状況は、概ね適正である。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

運営について
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○
防犯、防災、緊急時に迅速か
つ的確な対応が行えるように
備えているか。

　休館日を利用して、救急救命講習や
避難訓練など、具体的な事象を想定し
た講習・訓練を行っており、緊急時に
的確な対応が行えるよう備えている。

管理について

青森市合浦2丁目14番54号

サービスの質を落とさない効
率的な業務員の配置となって
いるか。

　各施設（6施設）を横断したマネジ
メントができるよう組織改編を行い、
施設において人員不足が発生した場合
は、他施設の業務員が補助できるよう
取り組んでいる。
　また、複数の施設に勤務する業務員
を配置し、1人の業務員が複数の業務
を行えるようにしている。

業務員の研修が行われている
か。

　休館日を利用して全業務員を対象に
代表企業による様々な研修を実施して
いる。
　4月はカスタマーハラスメント研
修、5月は救急救命講習など、年次・
月次の研修を計画的に実施するよう努
めている。

各種保守点検・管理業務が適
切に行われているか。

　維持管理については、維持管理計画
書に則り、適切に実施している。
　運営については、施設責任者と業務
員が日々協議し、適切な運営に努めて
いる。

【名　称】オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
【代表者】岡本　謙一
【住　所】青森市大字浜館字間瀬36番6

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで（5年間）

評価項目 実施内容
評価結果

令和7年度「青森市営庭球場」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市営庭球場については、オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体が指定管理者
として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和7年7月31日

青森市営庭球場

市民の体育・スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で豊かな市民生活の形
成に資することを目的とする。
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○

○

○

○

【担当課】青森市経済部地域スポーツ課
【電　話】017-718-1428
【メール】chiikisupo-tsu@city.aomori.aomori.jp

市民の平等利用が確保されて
いるか。

　公平・平等の視点を持って、利用
者・利用団体への対応を行っている。
　また、障がい者など、施設利用が困
難な方には、適宜、業務員が補助する
など配慮している。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

　利用者からの要望・意見は口頭によ
るもののほか、施設ホームページから
の投稿など、様々な手法により意見の
把握に努めている。
　また、把握した要望・意見は各施設
で情報共有を図り、運営に反映してい
る。

積極的に地域や関係団体と連
携を図っているか。

　定期的に施設外の清掃作業を行い、
地域住民への挨拶を行うなど、積極的
に地域住民との交流に努めている。
　また、利用者・利用団体には施設利
用の際に意見交換などを行い、施設満
足度向上に繋がるよう取り組んでい
る。

利用率向上に努めているか。

　毎週行う施設責任者会議にて目標利
用者数に達成するよう、施設課題を把
握し改善できるよう取り組んでいる。
　既存利用者の再来館を促すための利
便性の向上や新規自主事業の開始な
ど、利用者増加に向けた施設運営の効
率化と改善を図っている。

【総合評価】

施設の管理運営状況は、概ね適正である。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

運営について

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○
防犯、防災、緊急時に迅速か
つ的確な対応が行えるように
備えているか。

　休館日を利用して、救急救命講習や
避難訓練など、具体的な事象を想定し
た講習・訓練を行っており、緊急時に
的確な対応が行えるよう備えている。

管理について

【名　称】オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
【代表者】岡本　謙一
【住　所】青森市大字浜館字間瀬36番6

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで（5年間）

評価項目 実施内容
評価結果

サービスの質を落とさない効
率的な業務員の配置となって
いるか。

　各施設（6施設）を横断したマネジ
メントができるよう組織改編を行い、
施設において人員不足が発生した場合
は、他施設の業務員が補助できるよう
取り組んでいる。
　また、複数の施設に勤務する業務員
を配置し、1人の業務員が複数の業務
を行えるようにしている。

業務員の研修が行われている
か。

　休館日を利用して全業務員を対象に
代表企業による様々な研修を実施して
いる。
　4月はカスタマーハラスメント研
修、5月は救急救命講習など、年次・
月次の研修を計画的に実施するよう努
めている。

各種保守点検・管理業務が適
切に行われているか。

　維持管理については、維持管理計画
書に則り、適切に実施している。
　運営については、施設責任者と業務
員が日々協議し、適切な運営に努めて
いる。

青森市合浦1丁目13番1号

令和7年度「青森市スポーツ会館」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市スポーツ会館については、オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体が指定管
理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和7年7月31日

青森市スポーツ会館

市民の体育・スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で豊かな市民生活の形
成に資することを目的とする。
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○

○

○

○

【担当課】青森市経済部地域スポーツ課
【電　話】017-718-1428
【メール】chiikisupo-tsu@city.aomori.aomori.jp

市民の平等利用が確保されて
いるか。

　公平・平等の視点を持って、利用
者・利用団体への対応を行っている。
　また、障がい者など、施設利用が困
難な方には、適宜、業務員が補助する
など配慮している。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

　利用者からの要望・意見は口頭によ
るもののほか、施設ホームページから
の投稿など、様々な手法により意見の
把握に努めている。
　また、把握した要望・意見は各施設
で情報共有を図り、運営に反映してい
る。

積極的に地域や関係団体と連
携を図っているか。

　定期的に施設外の清掃作業を行い、
地域住民への挨拶を行うなど、積極的
に地域住民との交流に努めている。
　また、利用者・利用団体には施設利
用の際に意見交換などを行い、施設満
足度向上に繋がるよう取り組んでい
る。

利用率向上に努めているか。

　毎週行う施設責任者会議にて目標利
用者数に達成するよう、施設課題を把
握し改善できるよう取り組んでいる。
　既存利用者の再来館を促すための利
便性の向上や新規自主事業の開始な
ど、利用者増加に向けた施設運営の効
率化と改善を図っている。

【総合評価】

施設の管理運営状況は、概ね適正である。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

運営について
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○
防犯、防災、緊急時に迅速か
つ的確な対応が行えるように
備えているか。

　休館日を利用して、救急救命講習や
避難訓練など、具体的な事象を想定し
た講習・訓練を行っており、緊急時に
的確な対応が行えるよう備えている。

管理について

【名　称】オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
【代表者】岡本　謙一
【住　所】青森市大字浜館字間瀬36番6

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで（5年間）

評価項目 実施内容
評価結果

サービスの質を落とさない効
率的な業務員の配置となって
いるか。

　各施設（6施設）を横断したマネジ
メントができるよう組織改編を行い、
施設において人員不足が発生した場合
は、他施設の業務員が補助できるよう
取り組んでいる。
　また、複数の施設に勤務する業務員
を配置し、1人の業務員が複数の業務
を行えるようにしている。

業務員の研修が行われている
か。

　休館日を利用して全業務員を対象に
代表企業による様々な研修を実施して
いる。
　4月はカスタマーハラスメント研
修、5月は救急救命講習など、年次・
月次の研修を計画的に実施するよう努
めている。

各種保守点検・管理業務が適
切に行われているか。

　維持管理については、維持管理計画
書に則り、適切に実施している。
　運営については、施設責任者と業務
員が日々協議し、適切な運営に努めて
いる。

青森市大字大矢沢字野田87番地4

令和7年度「青森市スポーツ広場」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市スポーツ広場については、オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体が指定管
理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和7年7月31日

青森市スポーツ広場

市民の体育・スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で豊かな市民生活の形
成に資することを目的とする。
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○

○

○

○

【担当課】青森市経済部地域スポーツ課
【電　話】017-718-1428
【メール】chiikisupo-tsu@city.aomori.aomori.jp

市民の平等利用が確保されて
いるか。

　公平・平等の視点を持って、利用
者・利用団体への対応を行っている。
　施設の利用予約に当たっては、抽選
会を行い、利用団体への平等な利用に
努めている。
　また、障がい者など、施設利用が困
難な方には、適宜、業務員が補助する
など配慮している。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

　利用者からの要望・意見は口頭によ
るもののほか、施設ホームページから
の投稿など、様々な手法により意見の
把握に努めている。
　また、把握した要望・意見は各施設
で情報共有を図り、運営に反映してい
る。

積極的に地域や関係団体と連
携を図っているか。

　定期的に施設外の清掃作業を行い、
地域住民への挨拶を行うなど、積極的
に地域住民との交流に努めている。
　また、利用者・利用団体には施設利
用の際に意見交換などを行い、施設満
足度向上に繋がるよう取り組んでい
る。

利用率向上に努めているか。

　毎週行う施設責任者会議にて目標利
用者数に達成するよう、施設課題を把
握し改善できるよう取り組んでいる。
　既存利用者の再来館を促すための利
便性の向上や新規自主事業の開始な
ど、利用者増加に向けた施設運営の効
率化と改善を図っている。

【総合評価】

施設の管理運営状況は、概ね適正である。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

運営について
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

【名　称】新城縁故者委員会
【代表者】委員長　坂本　昌俊
【住　所】青森市大字新城字山田616番地2

令和3年4月1日　から　令和8年3月31日　まで（5年間）

評価項目 実施内容
評価結果

防犯、防災、緊急時に迅速か
つ的確な対応を行えるように
備えているか。

緊急連絡網を管理事務所執務室内に掲
示し、緊急時の迅速な連絡体制を整え
ている。

個人情報の保護について適切
な対応が行われているか。

個人情報に係る書類は、施錠可能な執
務室内に保管し、不在時は必ず執務室
を施錠している。

管理について

環境保全の推進及び環境負荷
の低減に努めているか。

節電、節水に努めるよう業務員間で確
認し合い、環境保全への意識向上を
図っている。

サービスの質を落とさない効
率的な業務員の配置となって
いるか。

計画的なローテーションにより、利用
申請受付や施設内巡回などに常時対応
できる人員配置を行っている。

業務員の研修が行われている
か。

業務員間で日常業務の課題や問題点を
話し合い、改善方法を協議するなどの
職場内研修を行っている。

管理業務が適切に行われている
か。

利用者の申請手続きのほか、定期的な
施設内の巡回を実施し、改善が必要な
場合は、迅速に対応している。

青森市大字新城字平岡1番地1

令和７年度「青森市森の広場」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市森の広場については、新城縁故者委員会が指定管理者として施設の管理運営を行っていま
す。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運営状況
について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和7年7月29日

青森市森の広場

スポーツ、レクリエーション、森林浴等の野外活動を通じて、森林に対する理解
を深めるとともに市民の健康増進に資することを目的とする。
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適正 要改善

○

○

○

○

評価項目 実施内容
評価結果

利用率向上に努めているか。
施設PRのパネルを近隣の西部市民セ
ンターに設置し、利用率の向上に努め
ている。

【担当課】青森市経済部地域スポーツ課
【電　話】017-718-1428（直通）
【メール】chiikisupo-tsu@city.aomori.aomori.jp

運営について

市民の平等利用が確保されて
いるか。

利用申請の受付に係るルール（先着順
及び管理事務所での受付）を原則と
し、利用者にルールの遵守を説明する
など、平等利用の確保に努めている。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

利用者の要望・意見には速やかに対応
し、早急な対応が困難な場合は、市と
協議し、適切に対応している。

積極的に地域や関係団体と連
携を図っているか。

地域の保育園等の課外活動の場として
利用されており、地域との連携が図ら
れている。

【総合評価】

　管理状況については、効率的な人員配置を行うとともに業務員間で日常業務の課題や問題点の話し
合いを実施しており、定期的な施設巡回等の施設管理業務についても適正に行われている。
　運営状況については、利用者に申請受付のルールを説明し、平等利用の確保に努めているほか、地
域の保育園等の課外活動に利用されるなど、地域との連携が図られており、適正に行われている。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字北中野字北畠65番地

令和７年度「青森市りんごセンター」に係るモニタリング評価結果（第1回）

　青森市りんごセンターについては、青森農業協同組合が指定管理者として施設の管理運営を行って
います。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運営状況
について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月３１日

青森市りんごセンター

　本市の特産品であるりんごを年間を通じて貯蔵及び選果することにより、りんごの消
費及び流通の拡大、品質の均一化並びに高付加価値化を図り、もって本市りんご産業の
維持発展に資する。

管理について

市内在住者の雇用について配慮がある
か。

市内在住者の雇用を基本としており、本
施設の職員の80％は市内在住者である。
（10人中8人、80％）

職員の適正配置がなされているか。

責任者兼防火管理者1名、責任者を補佐
する者1名、その他業務を達成するため
に必要な職員等が従事しており、適正な
配置となっている。

職員の雇用・労働条件の向上に努めて
いるか。

雇用・労働に係る法令等を遵守し、条件
の向上に努めている。

職員の育成に方向性があるか。
職員研修の内容及び回数は適切か。

りんご販売に関する国内外の動向につい
ての研修や会議に参加するなど、職員の
資質や意識の向上に努めている。

管理保守点検業務が適切に行われてい
るか。

維持管理仕様書に基づき適正に実施又は
実施予定である。

防犯・防災・緊急時の対応に関する取
組が適切に行われているか。

防災・防犯・自然災害等が発生した場合
に備えるための緊急連絡網や危機管理マ
ニュアルを整備しているほか、防災訓練
を実施予定である。

障がい者等への対応は適切か。
障がい者雇用への取組は適切か。

【名　称】青森農業協同組合
【代表者】代表理事組合長　鹿内　克之
【住　所】青森市大字羽白字富田190番地4

令和６年４月１日　から　令和１１年３月３１日　まで（５年間）

評価項目 実施内容
評価結果

障がい者対応マニュアルを作成し、周知
を図る等、対応は適切に行われている。
障がい者雇用に関しては、法廷雇用率
（2.5％）を満たしていないが、法人と
して法定雇用率達成に向けて取り組んで
いるところ。

個人情報保護の取組について、職員へ
の周知や講じている保護策は適切か。

コンプライアンス規程、個人情報取扱規
程、情報セキュリティ基本規程及び青森
市個人情報保護条例に基づき、適正な取
扱い及び管理に努めている。

環境保全、負荷低減への取組が適切
か。

環境保全（施設内の美化及び敷地内の除
草、周辺のごみ拾い）や省エネ（トイレ
や会議室利用後の消灯の徹底及び両面印
刷による用紙枚数削減）に努めている。
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適正 要改善

○

○

○

○

○

○

【担当課】青森市農林水産部あおもり産品支援課
【電　話】０１７２－６２－３００２
【メール】aomori-sanpin@city.aomori.aomori.jp

運営について

平等な利用確保の方針は明確か。
マニュアルに基づき、りんご生産者等の
平等な使用に努めている。

利用者の要望を運営に反映する工夫が
されているか。

多くの利用者が見込まれる青森農協りん
ご部会の会合等に参加し、使用者の意
見、要望などの把握に努めている。

利用者に対するサービス向上対策を
行っているか。

日頃より施設管理者から職員に対して、
接遇等に関する注意喚起を実施してお
り、サービスの向上に努めていることか
ら、使用者からの苦情等はない。

来館者を増加させるための利用促進策
は効果的であるか。

りんご生産者が多く参加する青森農協り
んご部会の会合等を活用し、積極的に施
設の利用を呼びかけている。

必須事業・自主事業は仕様書・提案書
どおり実施されているか。

仕様書・提案書どおり適正に行われてい
る。

【総合評価】

　施設の管理運営状況、事業実施状況、収支決算書については、適正であると評価され、今後も引き
続き適切な管理運営に努めていただきたい。
　また、りんご入庫量については、入庫実績向上のため、市外産りんごの入庫受入等の工夫を図った
ものの、事業計画通りの数量が確保できなかったことから、今後はより積極的なPR活動を行うなど、
引き続き、更なる努力をお願いしたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

評価項目 実施内容
評価結果

地域・関連団体との連携を図っている
か。

青森農協と共同で農協祭りを開催する
等、連携を図っている。

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

管理について ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市大字四戸橋字磯部243-342

令和７年度「青森市ふれあい農園」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　青森市ふれあい農園については、青森農業協同組合が指定管理者として施設の管理運営を
行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月25日

青森市ふれあい農園

農業体験等を通じた市民相互の交流を推進するとともに、有機農業等環境に配慮
した農作物栽培の促進及び農産加工品の開発の場を提供する。

【名　称】青森農業協同組合
【代表者】代表理事組合長　鹿内　克之
【住　所】青森市大字羽白字富田190-４

令和３年４月１日から令和８年３月31日まで（５年間）

評価結果
実施内容評価項目

運営について

適正に運営事業を実施している。

近隣町会に施設内の草刈や泥上等の協力
を得る等、地域と連携を図っている。

事業が計画どおりに実施され
ているか。

積極的に地域や関係団体と連
携を図っているか。

利用者アンケートで希望のあった新規加
工体験講座（自主事業）の実施を検討を
する等、積極的に利用者の要望・意見に
対応するよう努めている。

利用者の要望・意見を把握
し、運営に反映しているか。

公共施設であることを自覚し、仕様書
（提案書）のとおり適正に行われてい
る。

市民の平等利用が確保されて
いるか。

節電やごみの減量化に努めているほか、業務
中や通勤時のエコ運転に努めている。

電気、消防、浄化槽等の施設保守点検業
務は専門業者へ再委託し、定期的に点検
を実施している。

市外の施設へ行って接客等を、県主催の食品
加工研修にて衛生管理技術や指導方法を学ぶ
機会を設けている。

加工施設は食品衛生責任者の資格を有した職
員２名を配置、農園は栽培指導できる職員１
名を配置する等、仕様書（提案書）のとおり
適正に行われている。

省エネに努めているか。

個人情報保護について、適切
な対応が行われているか。

保守点検業務が適切に行われ
ているか。

職員の研修が行われている
か。

職員等は適正な配置となって
いるか。

指定管理者が組合独自で個人情報保護マ
ニュアルを作成しており、そのマニュア
ルに従い適切に対応している。

防犯・防災、緊急時に的確な
対応が行えるようにしている
か。

危機管理マニュアルや危機管理フロー図が作
成されており、仕様書（提案書）のとおり適
正に行われている。
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【担当課】青森市農林水産部農業振興センター
【電　話】017-754-3596
【メール】nogyo-center@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

施設の管理や運営ついて、計画通り適切に行われていた。今後も自主事業の充実や工夫を図る
等、集客及び利用促進に努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市大字後潟字平野１７番地７

令和７年度「南北後潟館」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　南北後潟館については、南北後潟館管理運営協議会が指定管理者として施設の管理運営を
行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月１７日

南北後潟館

　農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等の健康増進、地域連帯感
の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、農村環境整備
共同利用センターを設置する。

【名　称】南北後潟館管理運営協議会
【代表者】会長　工藤　美智麿
【住　所】青森市大字後潟字平野１７番地７

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

高齢者の交流を中心とした利用促進がなされ
ている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか、苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
適切な危機管理体制が整えられている。

町会で、清掃や草刈等を行っており、地域の
コミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に施設の点検・清
掃を行い、海沿いの施設でもあることから、建物外壁に
ジェット噴射による水かけをするなど、良好な状況を維持し
ている。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】
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施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
適切な危機管理体制が整えられている。

町会で、清掃や草刈等を行っており、地域の
コミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

町会単位の利用促進がなされている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか、苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

【名　称】野木ふるさと館管理運営協議会
【代表者】会長　櫻田　清治
【住　所】青森市大字野木字山口１４０番地２

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市大字野木字山口１４０番地２

令和７年度「野木ふるさと館」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　野木ふるさと館については、野木ふるさと館管理運営協議会が指定管理者として施設の管理
運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月１７日

野木ふるさと館

　農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等の健康増進、地域連帯感
の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、農村環境整備
共同利用センターを設置する。

1/2



【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市大字牛館字松枝８４番地３

令和７年度「牛館ふれあいセンター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　牛館ふれあいセンターについては、牛館ふれあいセンター管理運営協議会が指定管理者とし
て施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月１７日

牛館ふれあいセンター

　農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等の健康増進、地域連帯感の醸成
等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、農村環境整備共同利用セン
ターを設置する。

【名　称】牛館ふれあいセンター管理運営協議会
【代表者】会長　北田　政友
【住　所】青森市大字牛館字松枝８４番地３

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

町会単位の利用促進がなされている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか、苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
適切な危機管理体制が整えられている。

町会で、清掃や草刈等を行っており、地域の
コミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、草刈を定期的に行
うなど、良好な状況を維持している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡３５番地２

令和７年度「女鹿沢農村センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　女鹿沢農村センターについては、女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会が指定管理
者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月１８日

女鹿沢農村センター

　農村におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、
住みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。

【名　称】女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会
【代表者】会長　野澤　禎麿
【住　所】青森市浪岡大字女鹿沢字西増田４７番地

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

町内会の行事等でセンターを利用するなど、
利用促進を図っている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか。苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
適切な危機管理体制が整えられている。

町内会で、清掃や草刈等を行っており、地域
のコミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
適切な危機管理体制が整えられている。

町内会で、清掃や草刈等を行っており、地域
のコミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

地元行事において積極的にセンターを活用し
ている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか。苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

【名　称】銀町内会
【代表者】会長　工藤　弘志
【住　所】青森市浪岡大字銀字杉田152番地2

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市浪岡大字銀字杉田１５１番地

令和７年度「銀農村センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　銀農村センターについては、銀町内会が指定管理者として施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月２２日

銀農村センター

　農村におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、
住みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字増館字富岡１４０番地２

令和７年度「増館農村センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　増館農村センターについては、増館町内会が指定管理者として施設の管理運営を行っていま
す。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月１８日

増館農村センター

　農村におけるコミュニティ活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、住
みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。

【名　称】増館町内会
【代表者】会長　須藤　章輝
【住　所】青森市浪岡大字増館字宮元１００番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

地域の農業団体や町内会等の利用促進を図っ
ている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか。苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
防火計画に基づいた消防訓練等を実施し、仕
様書どおり適切に行われている。

町内会で、清掃や草刈等を行っており、地域
のコミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字五本松字羽黒平４０番地１

令和７年度「五本松農村センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　五本松農村センターについては、五本松農村センター管理委員会が指定管理者として施設の
管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月１８日

五本松農村センター

　農村におけるコミュニティ活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、住
みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。

【名　称】五本松農村センター管理委員会
【代表者】会長　太田　健
【住　所】青森市浪岡大字五本松字羽黒平４０番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

地域の農業団体や町内会等の利用促進を図っ
ている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか。苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
適切な危機管理体制が整えられている。

町内会で、清掃や草刈等を行っており、地域
のコミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。

1/2



【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字吉野田字木戸口１０番地１

令和７年度「吉野田農村センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　吉野田農村センターについては、吉野田町内会が指定管理者として施設の管理運営を行って
います。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月２２日

吉野田農村センター

　農村におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、
住みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。

【名　称】吉野田町内会
【代表者】会長　一戸　悟
【住　所】青森市浪岡大字吉野田字樋田３７１番地４

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

地域の農業団体や老人クラブ、婦人会等の利
用促進を図っている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか。苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
防火計画に基づいた防災訓練等を実施し、仕
様書どおり適切に行われている。

町内会で、清掃や草刈等を行っており、地域
のコミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字徳才子字福田４番地１

令和７年度「徳長農村センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　徳長農村センターについては、北部農業構造改善センター管理運営委員会が指定管理者とし
て施設の管理運営を行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月１８日

徳長農村センター

　農村におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、
住みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。

【名　称】北部農業構造改善センター管理運営委員会
【代表者】運営委員長　天内　則雄
【住　所】青森市浪岡大字徳才子字福田４番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

地域の農業団体や老人クラブ、婦人会等の利
用促進を図っている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか。苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
適切な危機管理体制が整えられている。

町内会で、清掃や草刈等を行っており、地域
のコミュニティー拠点施設として利用してい
る。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

○

施設の平等利用が確保されて
いるか。

防火管理者が防災計画の策定等に取り組み、
適切な危機管理体制が整えられている。

町内会で、清掃等を行っており、地域のコ
ミュニティー拠点施設として利用している。

法定検査を定期的に実施しているほか、常に
施設の点検・清掃を行い、良好な状況を維持
している。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

施設管理運営に地域住民の参
画があるか。

管理保守点検業務が適正に行
われているか。

施設利用の窓口となる者に対しては、外部へ
の情報漏洩がないように指導を行っている。

管理について

運営について

利用者にとってより利用しやすい施設になる
よう、要望把握に努め、サービス向上を図る
など仕様書どおり適切に行われている。

地域の農業団体や町内会等の利用促進を図っ
ている。

市民サービス向上の取り組み
がなされているか。

利用促進の取り組みがなされ
ているか。

利用者からの要望、苦情に対しては迅速な対応に努
め、検討を要するものは当協議会で審議し、必要に
応じ、市と協議しながら対応する体制が作られてい
る。

要望を運営に反映する工夫が
されているか。苦情処理の体
制は明確か。

利用許可については申請順により許可し、利
用申請者に対し不公平のないように行ってい
る。

【名　称】郷山前町内会
【代表者】会長　工藤　益三
【住　所】青森市浪岡大字郷山前字上野8番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

青森市浪岡大字郷山前字上野６２番地５

令和７年度「郷山前農村センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　郷山前農村センターについては、郷山前町内会が指定管理者として施設の管理運営を行って
います。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和7年７月２２日

郷山前農村センター

　農村におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、
住みよい環境づくりのため、農村センターを設置する。

1/2



【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

○

○

○

○

○

○

○

青森市浪岡大字郷山前字上野30番地

令和７年度「郷山前農村公園」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　郷山前農村公園については、郷山前町内会が指定管理者として施設の管理運営を行っていま
す。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運
営状況について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月２２日

郷山前農村公園

　自然観察、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより、市民の
農村環境保全意識の高揚を図り、併せて市民の健康の増進に資するため、農村公
園を設置する。

【名　称】郷山前町内会
【代表者】会長　工藤　益三
【住　所】青森市浪岡大字郷山前字上野８番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月31日まで（5年間）

評価結果
実施内容評価項目

管理について

運営について
利用者から苦情があった際は、迅速に対応す
る体制があり、仕様書どおり適切に行われて
いる。

苦情処理の体制は明確である
か。

利用者からの要望には、迅速な対応に努めて
おり、検討を要する事項は町内会で審議し、
必要に応じ市とも協議して対応している。

利用者の要望、意見を把握
し、運営に反映しているか。

施設利用の苦情がないことから、平等利用が
確保されているものと判断する。

施設の平等利用が確保されて
いるか。

災害時に備え、利用者の安全確保や緊急連絡
網の確認を行っているほか、事故防止のため
に定期的な点検も行っている。

施設の安全管理、また、草刈・清掃等の管理
が適切に行われており、仕様書どおり適切に
行われている。

転倒による怪我を未然に防ぐため、公園内の
石や異物有無等の点検が行われている。

個人情報保護について理解が
十分か。

防犯、防災、緊急時に的確な対応を
行えるようにしているか。事故防止
に向けて取り組んでいるか。

保守点検業務が適切に行われ
ているか。

農村公園内での安全対策は適
切か。

個人情報漏洩を防ぐため、厳重に管理できる
体制を整えており、仕様書どおり適切に行わ
れている。
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【担当課】青森市農林水産部農地林務課
【電　話】０１７２－６２－１１７９
【メール】nouchi-rimmu@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　施設の管理運営状況は仕様書どおり実施され、概ね適正であり、今後も適切な管理・運営に
努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2



施設名

設置目的

所在地

指定管理者

指定期間

適正 要改善

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

利用者に対するサービス向上の取
組みがなされているか。

利用者からの苦情や要望は寄せられて
いないが、可能な限り要望に応えられ
るよう市と協議しながら対応をとれる
体制を整えている。

事業が計画どおり実施されている
か。

地域の各種団体と連携しながら事業を
実施している。

市民の平等な利用が確保されてい
るか。

介護予防拠点施設の目的に沿った利用
について、申請順に許可し、平等利用
が確保されている。

利用者の要望、意見を把握し、運
営に反映されているか。

利用者の要望、意見は随時聞き取り等
により把握し、反映するようにしてい
る。

【名　称】増館町内会
【代表者】町内会長　須藤　章輝
【住　所】青森市浪岡大字増館字宮元１００番地１

令和３年４月１日　から　令和８年３月３１日　まで（５年間）

評価項目 実施内容
評価結果

管理について

運営について

管理保守点検業務が適切に行われ
ているか。

施設管理に必要な各種保守点検につい
て業務委託し、適切に実施している。

防犯、防災、緊急時の対応に的確
な対応が行えるようにしている
か。

防犯、防災マニュアルや緊急連絡網を
作成し、緊急事態発生時の対応を取り
組んでいる。また、防災計画に基づい
た避難訓練を実施している。

個人情報保護について、適切な対
応が行われているか。

個人情報に係る書類は、鍵のかかる場
所に保管し、適正に管理している。

省エネに努めているか。
節電や節水に努めるとともに、利用者
に周知し、協力をお願いしている。

青森市浪岡大字増館字富岡１４０番地２

令和７年度「介護予防拠点施設増館健康センター」に係るモニタリング評価結果（第１回）

　介護予防拠点施設増館健康センターについては、増館町内会が指定管理者として施設の管理運営を
行っています。
　指定管理者からのヒアリング内容及び実地調査等に基づき、指定管理者による施設の管理運営状況
について確認し、下記のとおり評価しました。

評価実施日　　令和７年７月２５日

増館健康センター

地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすため、設置する。
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【担当課】　青森市浪岡振興部　健康福祉課
【電　話】　０１７２－６２－１１３４
【メール】　n-kenko@city.aomori.aomori.jp

【総合評価】

　 施設の管理運営については、仕様書どおり概ね適切に行われており、利用者がいつでも利用できる
よう施設管理が行われている。
　引き続き、適切な管理運営に努めていただきたい。

【改善が必要な項目についての指導等及び改善策】

2/2


